
令和８年度デジタルクリエイティブ人材育成施設 tsukurun 企画・運営業務 

プロポーザル実施要領 

 
１ 業務の名称 

  令和８年度デジタルクリエイティブ人材育成施設 tsukurun 企画・運営業務 
 

２ 発注者 

  群馬県知事 山本一太 （担当課：e スポーツ・クリエイティブ推進課） 
 

３ 施設設置・運営の趣旨・目的 

群馬県では、人口減少や産業構造の変化を見据え、若者の定着と県内経済の活性化につながる「デ

ジタル・クリエイティブ産業」の創出を目指している。この産業を生み出すため、「人材の育成・集積」

「企業誘致・産業創出」「魅力発信・活動支援」の三つの柱を中心に取組を進めている。さらに、エコ

システムを構築し、循環させることにより、デジタル・クリエイティブ産業を群馬県の新たな産業の

柱へと育て、県を「クリエイティブの拠点」とすることを目指している。 
人材育成の取組として、令和 4 年 3 月に小中高生が無料で利用できる拠点「tsukurun」を設置し

た。本施設は、利用者の自主性を尊重し、一人ひとりの能力やスキルに応じた学びを支援するもので

ある。こうした取組を通じて、デジタルスキルを備え、新たな価値を創造する人材（以下「デジタル

クリエイティブ人材」という。）を育成することを目的としている。 
さらに、県内どこにいても無料でデジタルクリエイティブを学べる環境を整えるため、サテライト

展開を推進している。「tsukurun」は旗艦施設としての役割を担い、またアルメニア発の人材育成プ

ログラムを導入した「TUMO Gunma」と連携し、より体系的・効果的な人材育成を図るものである。 
 
※デジタル・クリエイティブ産業：「デジタル」と「クリエイティブ」を融合させ、「人を魅了する

ワクワクする付加価値」を創造する新たな産業 
※エコシステム：人材・企業・情報が循環し、産業が持続的に成長する仕組み 

 

４ 業務委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 
５ 見積限度額 

   ４５，３２６，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む）を上限とする。 
 
６ 業務の内容 

企画・運営業務仕様書のとおり（採用された企画提案にもとづき、業務内容を調整する） 
 
７ 応募資格 

 次の条件のすべてを満たしていること。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 
（２）群馬県の入札参加制限を受けている期間中の者でないこと。 
（３）会社法に基づく清算の開始、破産法の規定に基づく破産申し立て、会社更生法の規定に基づく更

生手続き開始の申し立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがなされて

いる者（再生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く）でないこと。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３条及び第４条による指定を受けた指定暴力



団等及びその暴力団員でないこと。 
（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象となっている団体及び

その構成員でないこと。 
（６）本店所在地において国税、都道府県税、市町村税の滞納をしていないこと。 
 
８ スケジュール 

（１）企画提案募集     令和８年１月１３日（火）～令和８年２月２４日（火） 
（２）オンライン説明会   令和８年１月２８日（水） 
（３）tsukurun 見学会   令和８年１月２８日（水） 
（４）質問受付期限     令和８年２月６日（金）  
（５）参加申込期限     令和８年２月１３日（金） 
（６）応募期限       令和８年２月２４日（火） 正午（必着） 

（７）第一次審査      令和８年２月２５日（水）～３月２日（月）（書類審査） 
（８）第二次審査      令和８年３月４日（水）頃（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、ﾋｱﾘﾝｸﾞ等） 

（９）優先交渉者決定通知  令和８年３月５日（木）頃  
（10）契約期間       令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水） 
 

９ 質問受付 

（１）質問受付期限  令和８年２月６日（金） 
（２）質問方法    下記の質問先に【別紙様式第２号 質問書】により、電子メールで提出する。

電子メール送信後、下記の電話番号あて到達確認の電話をすること。 
 ※メールの件名を「応募事業者名／tsukurun 企画・運営業務 質問事項」と

すること 
＜質問先＞ 〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 群馬県庁 11階北側 

群馬県 産業経済部 戦略セールス局 
ｅスポーツ・クリエイティブ推進課 
クリエイティブ人材育成室クリエイティブ人材係 

                 担当者 堀越 
                 ＴＥＬ 027-898-2705  
                 メール supokuri@pref.gunma.lg.jp 
（３）回答       質問書受付日から５日以内に電子メールにより回答する。質問の内容や回答は、

個別の企画提案の内容に関わるものを除き、県ホームページに公開する場合が

ある。 
 
１０ 参加申込 

（１）申込期限   令和８年２月１３日（金） 
（２）申込方法   上記９（２）のアドレスあて【別紙様式第１－１号 参加申込書】により、電子

メールで提出する。電子メール送信後、上記９（２）の電話番号あて到達確認の

電話をすること。 
※メールの件名を「応募事業者名／tsukurun 企画・運営業務 参加申込」とす



ること 
 
１１ オンライン説明会 

 本公募への参加を希望する事業者に対し、以下のとおり説明会を実施する。 

（１）日時     令和８年１月２８日（水） １０時００分～１１時００分 
（２）方法     オンライン（Teams を想定） 
（３）申込方法   【別紙様式第１－２号 説明会予約申込書】に記載し、電子メールにて提出すること。

電子メール送信後、上記９（２）の電話番号あて到達確認の電話をすること。 
※メールの件名を「応募事業者名／tsukurun 企画・運営業務 説明会予約」と

すること 
ア 提出期限 令和８年１月２７日（火） 正午 
イ 提出先 上記９（２）のとおり 

（４）その他    説明会は仕様の説明、質疑応答を行う。説明会内での質問の内容や回答は、個別

の企画提案の内容に関わるものを除き、県ホームページに公開する場合がある。 
 
１２ tsukurun 見学会 

 本公募への参加を希望する事業者に対し、以下のとおり見学会を実施する。 

（１）日時     令和８年１月２８日（水） １３時３０分～１４時３０分 
（２）会場     tsukurun（群馬県前橋市表町 2-30-8 アクエル前橋 2 階） 
（３）申込方法   【別紙様式第１－３号 tsukurun 見学会参加申込書】に記載し、電子メールにて

提出すること。電子メール送信後、上記９（２）の電話番号あて到達確認の電話

をすること。 
※メールの件名を「応募事業者名／tsukurun 企画・運営業務 tsukurun 見学会

申込」とすること 
ア 提出期限 令和８年１月２７日（火）正午 

           イ 提出先 上記９（２）のとおり 
（４）参加者     各社２名以内 
（５）その他     見学会は施設見学及び質疑応答を行う。見学会内での質問の内容や回答は、個別

の企画提案の内容に関わるものを除き、県ホームページに公開する場合がある。 
 
１３ 応募手続き 

  応募する場合は、次のとおりａ～i の原本１部及び電子データを提出する。 

（１）提出書類    ａ．企画提案書    【別紙様式第３号】 

             ・提案の考え方 
・仕様書業務の内容に係る実施方法、提案 
・常勤する講師・スタッフについて 
・旗艦施設としての実施業務の提案 

・自主企画、外部講師企画の提案 
（企画内容、想定する講師、月あたりの開催数など） 

・業務実施スケジュール 
             ・類似事例の実績 
             ・その他 など 



          ｂ．業務実施体制   【別紙様式第４号】 
          ｃ．費用見積書    【任意様式】 

ｄ．暴力団排除に関する誓約書 【別紙様式第５号】 

ｅ．課税（免税）事業者届出書 【別紙様式第６号】 
ｆ．法人登記簿謄本の写し（３ヶ月以内に発行されたもの） 
ｇ．決算書の写し（直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分）） 
ｈ．会社案内のパンフレット等 
ｉ．その他、必要な資料（任意） 
（上記ｄ、ｆ、ｇは、群馬県の「物品等購入契約資格者名簿」登載者は提出不要） 

（２）提出方法    下記の提出先あてに、持参、郵送もしくは宅配便での送付により提出する。（電

子データのみ電子メールによる提出を受領する。また、持参により提出する場

合は、土曜・日曜・祝日を除く９時００分から１７時００分（２月２４日（火）

は正午）までとする） 
     ＜提出先＞〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1 群馬県庁 11階北側 

群馬県 産業経済部 戦略セールス局 
e スポーツ・クリエイティブ推進課 
クリエイティブ人材育成室クリエイティブ人材係 

                担当者 堀越 
（３）提出期限    令和８年２月２４日（火） 正午必着 
（４）書類の取扱い  ・提出された応募書類は返却しない。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成する場合がある。 
（５）その他     ・応募書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とする。 
           ・提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契

約締結後の場合には、契約を解除することがある。 
           ・提出後に辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨書面にて提

出する。 
 
１４ 審査 

  提出された書類に基づき第一次審査を行い、その後、第一次審査通過者を対象に、企画提案に関す

るプレゼンテーション・ヒアリング等による第二次審査を行い、最も優れた企画提案を提出した事業

者を、委託業者の優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行う。 
（１）第一次審査 

・審査期間   令和８年２月２５日（木）～３月２日（月） 
    ・審査方法   書面により審査を行う。 
    ・審査項目   ①趣旨・目的やコンセプトを十分理解した提案となっているか（１５点） 

②デジタルクリエイティブ人材育成に関する考え方は妥当か（１５点） 

             ③モチベーション高く継続的に学ぶことのできる効果的な人材育成内容と 

なっているか（１５点） 

④旗艦施設としての実施業務の考え方、内容は妥当か。（１５点） 

            ⑤自主企画・外部講師企画の考え方、内容、開催数等は妥当か（１５点） 



            ⑥十分な勤務体制か。担当職員の能力は十分か（１０点） 

            ⑦運営にあたって、バックアップも含めた実施体制は十分か（１０点） 

            ⑧見積り金額等、費用算定が適切か（５点） 

    ・通過者の決定 各審査員の合計得点の上位３者程度を、第一次審査通過者とする。なお、３   

            者に満たない場合は第一次審査を行わず、応募者全員を第一次審査通過者と 

する。 

・結果連絡   応募者全員に結果を連絡する。（３月２日（月）頃予定） 

（２）第二次審査 

    ・審査期間     令和８年３月４日（水）頃 

    ・審査方法     プレゼンテーション、ヒアリング等により審査を行う。 

    ・場  所     オンライン予定 

              （時間等の詳細は、第一次審査通過者に連絡する） 

    ・審査項目     上記第一次審査の審査項目に同じ。 

    ・優先交渉者の決定 各審査委員の合計得点を踏まえ、審査員の合議により決定する。 

    ・結果連絡     第二次審査参加者全員に結果を連絡する。（令和８年３月５日頃） 

              なお、優先交渉者名は県ホームページ上で公表する。   

 
１５ 契約 

（１）契約期間  令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水） 
（２）契約方法   ・群馬県財務規則に基づいて、群馬県が優先交渉者と契約締結の交渉を行う。なお、

優先交渉事業者決定の効果は、令和８年４月１日に令和８年度予算発効時におい

て効果を生ずる。契約の締結は令和８年４月１日とする。 

        ※令和８年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合、その他県の都合に 

より、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがあります。 

・契約締結の交渉にあたっては、企画提案書の内容について調整を行い、必要があ

る場合には、その内容を変更する場合もある。 
・契約締結の際は、上記交渉による調整後の業務仕様書を改めて群馬県から示した

うえで見積書を提出する。 
        ・上記交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。 

 
１６ 要領記載外の事項 

   本実施要領に定めのない事項、又はこの要領の事項について疑義が生じた場合には、必要に応じ

て関係者と協議の上、群馬県知事が定めるものとする。 


